
2024 年 3 月 

株式会社ケイハイ 

 

奨学金返還支援制度の導入について 

 

 当社は、2024年4月1日付で下記の通り奨学金返還支援制度を導入いたします。 

 

記 

 

１．支援の目的 

  奨学金返済を行っている従業員の心理的及び経済的な負担を軽減する事で、安

心して働ける環境を整備することを目的とします。 

 

２．支援内容 

 年額上限 12 万円、総額上限 120 万円を代理返還にて支援します。 
 

３．支援条件 

１）当社従業員で自身の奨学金を返済している、又は今後返済開始が見込まれる

者 

２）(独)日本学生支援機構より借入し返済していること 

 

以上 

 


